
ワークショップ

公務員に求められる職業倫理ついて考える

近畿大学経営学部

中谷常二 (なかや じょうじ)

人事院公務員研修所

阿久澤徹 (あ くざわ とおる)

国家公務員倫理審査会事務局

野口孝宏 (の ぐち たかひろ)

公務員を取 り巻く状況は年々厳 しくなっており、公務員にとってもリスクマネジメン ト、

公務員倫理、組織マネジメン トなどのテーマは身近なものとなっている。これまで日本経営

倫理学会では、専門職倫理としての会計倫理や技術者倫理は研究テーマとして多く取 り上

げられてきが、公務員倫理に関してはあまり話題にのぼることがなかった。

今回の研究発表大会のテーマは「経営倫理の過去 。現在・未来」であり、新 しい経営倫理

の研究分野の一端 として公務員倫理をテーマとして扱 うことが可能であると考え、本ワー

クショップを企画 した。行政学や公共政策学において公務員を扱 うことは当然であろうが、

経営倫理学において公務員について議論するのはそぐわないとい う考えもあるかもしれな

い。しかし、多くの公務員の倫理的な問題は、行政機関の組織マネジメン トと密接にかかわ

っている。行政組織経営における倫理的な課題の一つとして、経営倫理学会において公務員

倫理を議論することは意義あることと考えられる。

また、どの職業にも共通する職業倫理もあれば、職業に応 じて異なる職業倫理もある。企

業と公務員、専門職 と公務員 との職業倫理の共通点や相違点を明らかにしていくことも経

営倫理学における今後の課題 となるであろう。

公務員倫理とい うフィール ドで、どのようなテーマを論 じることができるのかについて

も会場との討議を通じて検討 したい。

スケジュール

10時 00～ 10時 10分 本ワークショップの意図  (中谷)

10時 10分～30分 「我が国の公務員倫理をめぐる現状と課題」 (野 口)

10時 30分～50分  「公務員倫理の新しい展開」 (中谷)

10時 50分～11時 10分  「トランプ政権における公務員倫理問題」 (阿久澤)

11時 10分～20分 休憩

11時 20分～12時 00分 パネルディスカッション (司会中谷)

*質問は会場で配布する質問用紙にて承ります。休憩後回収しますので、ご記入をお願い

します。
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我が国の公務員倫理をめぐる現状と課題

～倫理法口倫理規程の実務から見るポイント～

平成29年 6月

国家公務員倫理審査会事務局

野口 孝宏

皆さんが思い浮かべる「公務員倫理」とはつ

公務員に対して厳しい見方つ期待の裏返し? 倫理に関するシェネレーションギヤッフ !?

狭義の公務員倫理
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/公 務員・行政官としての気概
′ OO省職員としての在り方

再就職規制

情報セキュリテイ

文書管理  など

公務員倫理の捉え方

国家公務員の倫理感について、どのような印魚をお持ちか?
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※平成28年度に0理審査会が実●した各●アンケート鮨暴より

データで見る公務員倫理 :倫理感
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倫理法劇定の契糧となつた1990年代後半の
公務員不祥事を知つているか?

※各年度に倫理審査会が実施したn員アンケート結果より
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【対国家公務員】

データで見る公務員倫理 :過去の不祥事の認知度

/平成7年～平成8年

/平成8年

/平成10年

幹部公務員を中心とした過剰接待事件

各省庁の訓令による「倫理規程」制定

金融不祥事事件

‐t>
行政自身による自浄作用には期待できず、

国会議員による倫理法制定に向けた動き

/平成11年 8月 倫理法 成立 [臓員立法]

/平成12年4月 倫理法及び倫理規程 全面施行

● ● ● ●

慟働 めめ
●

～倫理法制定前の主な公務員不祥事 ～

B省
(平成7年)  飲食11持、ゴルフ,,特.旅行11抒

(平籠 年)現 金収受.彙 用軍倍用、飲食接待、ゴルフ接待

D省
(平 成8年 )  飲食 :■行、ゴルフ1■締

E省
(平 成9510年) 飲食接待.ゴルフ,1持、不動産購入饉引き

※
1覇塀障菫禅‰篤τ錯オr撃邸壊基kの汚職が発生。

A省
評 虚 6年 )

公務員倫理の規制は厳しいものか つ

1 菌 家 公私 員倫 理弘
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成11年法律第129号 )

第1条 この法律は、・・・・・職務の執行の公正さに対する国fヒ≦2盪」塾2至
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>第 1条において、倫理行動規準を規定

① 国民全体の奉仕者であることを自覚し、差別的取扱いをせず、常に公正な

職務の執行に当たること

② 常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的利益のために用いないこと

③ 権限の行使に当たつては、国民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと

④ 職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げて取リ

組むこと

⑤ 勤務時間外でも、常に公務の信用を念頭に置いて行動すること

国家公務員倫理規程
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(平成12年政令第101号 )

ることを目的とする。

倫理法の目的・倫理行動規準

¬ 利害関係者との関係でのルール   ※
騎雀」二日:尖露l岩署競相

′ 利害関係者との間での禁止行為
"鵜

鎌 第1項 )

L禁 止行為の例外 〈規担第録 第2項、第4彙第1■ )

/利 害関係者と共に飲食をする場合の届出 幌鶴 o条 )

イ 利害関係者の依頼によるコ演等に関する規制 (規程■9彙 )

2.利害関係者以上との関係でのルール (親程第5条 )

′社会通念上相当と認められない供応接待・利益供与を受けることの禁止

′「つけ回し」の禁止

3.報告 の ルー ル

′ 贈与等の報告 (法第6条、規程第11条・第12条 )

′ 株取引等の報告 (法第フ条、規程第12条 )

/所 得等の報告 (注 第B条 、規程第12条 )

(注)利害関係者とは、許認可、補助金交付、立入検査、不利益処分、行政指導、

契約などの相手方となる事業者などのこと              12
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倫理法の制定経緯 倫理法の制定経緯

ゴルフ接待、ゴルフコンペの景品として商品券受領

主な接侍内客

倫理法・倫理規程における主なルール



> 以下の行為が禁止

① 利害田係者から金銭、物品等の贈与を受けること

② 利害関係者から金銭の貸付けを受けること

③ 利書関係者から無償で物品等の貸付けを受けること

C)利害口係者から無償でサービスの提供を受けること

⑤ 利害関係者から未公開株式を譲り受けること

⑥ 利害関係者から供応接待を受けること

⑦ 利害関係者と 共 に遊 技・ゴルフをす ること

③ 利害関係者と 共 に旅 行 をす ること

③ 利害関係者をして第二者に対して上記行為をさせること

(倫 理規程第3条 第1項各号)

利害関係者との間における禁止行為の全体像

>以下の行為は、例外として認められている

①宣伝用物品又は配念品の贈与(広 く一般に配布するためもの)を受けること

②職務として利害関係者を訪間した際に、提供される物品を使用すること

③職務として利害関係者を訪間した際に、周囲の交轟事情等からみて

相当と1認められる範囲で、利害関係者から提供される自動車

(日常的に利用しているもの)を 利用すること

④職務として出席した会臓その他の会合において、茶薬の提供を受けること

⑤職務として出席した会議において、簡素な飲食物の提供を受けること

⑥多数の者が多加する立食パーティーにおいて、記念品の目与を受けること

⑦多数の者が参加する立食パーティーにおいて、飲食物の提供を受けること

(倫理嬢程鄭 条第2項各号)

利害関係者との間における禁止行為の例外

倫理規程の規制に対してどのように感じているか?

※ 平成20年度に倫電書査会が実施した各種アンケート饉黒より
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データで見る公務員倫理 :倫理規制

倫理法令違反の状況はつ ● :タ クシー●桂臀事
=

E.タ ケ
'―

■E'か引■菫口にわたり,■ .全み.

ビール●t,日■するなどしたもの.

平成 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 20

(62)16

(16)

年度

{35)
(33)

倫理法令違反の処分等件数

鯖 弧内は処分等人数)

(159,

(14) (20)

④

データで見る公務員倫理 :倫理規制



～倫理法令に違反すると懲戒処分の対象に～

公務員関係からの排除
・・・ 原則、退口手当は不支給

一定期間、職務に従事させず、給与は不支綸
・・・ 昇給・期末手当・勤勉手当に影響

一定期間、俸給の月額の1/5以 下相 当額を減額
・・・ 昇給及び勤勉手当に影響

その責任を確認し、将来を戒める
。・・ 昇綸及び勤勉手当に影響     (国 象公務員法第32条 )

懲戒処分に至らないまでも、各省庁における内部規程によリ
r訓 告」、「厳重注意」などの矯正措置がなされることもある

※ 上記の処分の場合、その概要を原則公表
(個 人名.事菜者名等については非公表)

違反行為に対する措置

平成28年度の倫理法等違反のうち、

懲戒処分が行われた主な事案の概要

P省の地方支分部局の職員が、型害盟壼:皇【立△盤道
=菫

査

又1量壼菫2担壬方重」鯉2から物品の贈与を1回受け、飲食の

供応接待を2回受けた。

また、旦上皇菫童と11宣B目」丞壺堕堕L」自田塁lLlaL主ェ、同事業者か

ら物品の贈与を3回受け、同事業者の口利きにより商品の割引

を1回受け、同事業者を含む2事業者から飲食の供応接待を22

回受け、社会通念上相当と認められる程度を超えて飲食の供応

接待及び財産上の利益の供与を受けるなどした。

【倫理規程第3条第1項第1号、第6号 .第 5条第1項違反】

う 停職3月

重大事案 この1年

Q省の地方支分部局の職員が、劉騰配翡饉罫契約の相手方

事業者)から金銭の貸付けを少なくとも27回 (合計9万2千円)

受けた。            【倫理規程第3条第1項第2号違反】

う 減給6月

R省の地方支分部局の職員が、ヨ』豊盟区査 (立入検査、監査

又は監察の相手方事業者)か ら、飲食の供応接待を1回 (約4千

円)受け、自己に係る費用を負担することなく同業者とタクシー

に3回同乗し無償で役務の提供を受け、物品の贈与(約 4千円)

を受けた。    【倫理規程第3条第1項第1号・第4号・第6号違反】

→ 戒告

重大事案 この1年

S省の地方支分部局の職員が、]輩望I狙医董 (契 約の相手方

事業者)から有利便宜な取り計らいを得たいなどの趣旨の下

に供与されるものであることを知りながら、7回にわたり、合計

約32万2千円相当の飲食の供応接待を受けた。

また、同事業者を含む利害関係者(契約の相手方2事業者)

から、飲食の供応接待を3回 (合計約1万円相当)受けた。

【倫理規程第3条第1項第6号違反】

う 免職 (倫理法令違反のほか、国家公務員法違反も併せて処分)

重大事案 この1年

T省の地方支分部局の職員が、」嗜里壼塁ボ契約の相手方

事業者)か ら、有利便宜な取り計らいをしたことに対する謝礼の

趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、2回にわた

り、それぞれ額面金額100万 円相当の商品券の贈与を受けた。

【倫理規程第3条第1項第1号違反】

→〉,L職 (倫理法令違反のほか、国家公務員法違反も併せて処分)

U省の地方支分部局の職員が、劉居里協饉訳契約の相手方業

者)から、有利便宜な取り計らいをしたことに対する謝礼の趣旨の

下に供与されるものであることを知りながら、23回にわたり、合計

約17万 8千円相当の飲食及び宿泊の接待を受けた。

【倫理規程第3条第1項第6号違反】

う  免職  (倫理法令違反のほか、国家公務員法違反も併せて処分 )

1.職員 の倫 理意 識 の か ん養

>倫理研修を受話した職員は、在職者数に対する比率でみると165%。

>一方、倫理研修を「長期間受講していない」又は「一度も受講したこと

がない」という職員も1割程度存在。その要因分析とともに、受講促

進・内容充実が課題。

2.倫理的な組織風土の構築
>各職場において、いわゆる「風通しの良い■場環境」を構築していくこ

とが重要であり、各省庁の管理職層による意目的な行動が鍵。

>相談・通報窓口については、全省庁で設置。組織外にも窓口を設置し

ている省庁も多く、窓口の整備・充実が課題。

3.違反への厳正かつ迅速な対応

>倫理法等違反事案は年間十数件。しかしながら、そのうち敗件が収賄
罪などの重人事案。

>違反の背景分析、再発防止策の構築・浸透、幹部職員によるリーダー
シップの発揮に向けた取組などが課題。

公務員倫理の実務における主要課題

③

菫人事案 この 1年



「公務員 理の新しい展開」

近畿大学経営学部

中谷常二

公務  理にかかわる法

・ 日本国憲法 第15条 :公務員の地位・選挙権・

投票の秘密について。

「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一

部の奉仕者ではない」

・ 国家公務員法 (昭和22年政令)

・ 刑法197条 :『公務員が、その職務に関し、賄

賂を収受し、又はその要求若 しくは約束をし

たときは、5年以下の感役に処する」

度重なる不祥事が起きることにより

・ 国家公務員倫理法 (平成11年政令)

・ 国家公務員倫理規程 (平成12年政令)

国家公務員法・ 国家公務員倫理法^

″をと′mハ    の汚職に対する認識を一変
重コ」」製し生   させた法律ともいえる0 3

服務の宣誓    ・ 利害関係者からの受領規制

守秘義務     ・ 利害関係者との接触規制

ムの禁止  ・ 透明

令に従う饉務

墜行為の禁止

職務専念義務   ・ 利害関係者との接待や贈答

政治的行為の禁止

私企業からの隔離 ・
.           員

しい公務員倫理研修

れまでの公務員倫理研修は、公務員にルールを守

せ、不祥事をおこさせないようにすることが主た

目的とされてきた。しかし、この取り組みは重要

ことではあるが、不祥事とは無縁の大多数の公務

にとつてはあまり意義あるものとはいえない。

b
る

を守り、不正を犯さない職員にとつても

り方はないのであろう

ン

に

方を提り公ヽ務員しし 研修の在「新 倫理」1こ

イコ プラは 、し 倫理」しL 公ヽ務員たし 「新

プになる。公務員がス ツアン

の思考法、た め 価値観るりよ よ
そのる と よ りせに さを身

アプローチの次のス

い行政について考え
.つ け、これを習慣化

めざすものとなる。

消極的禁止命令 (～するな)

」■レ

禁上全全二皿務里腱饉里 _2_倫:理

服務規偉 :多 くは『消極的倫理」が明文
化 された もの。

消極的禁止命令

消極的禁止命令 (～するな)

二重止壼金玉皿壺温笙主二とΩ儘理

積極的義務 (～ したほうがよい、

より善いことを行う)

二重星去塵2」:コ:■理

二つの倫理

④


